丹波市の中小企業者向け資金（制度融資）をご利用ください　
	制度名
	丹波市中小企業資金融資制度（令和８年度）

	融資対象者
(右の全てに該当）
	(１)市内で事業を営む中小企業者または市外において事業を営む丹波市住民基本台帳に登録されている個人で、かつ、引き続いて事業を１年以上営んでいるもの。
(２)この資金を借り受けることにより、中小企業の発展または経営の安定が期待できるもの。

(３)市税を滞納せず、貸付金の償還が確実と見込めるもの。

	資金名
	経営改善資金
	設備投資資金

	資金使途
	運転資金
	設備資金

	融資限度額
	1,500万円以内
	3,000万円以内

	融資期間
	10年以内
	10年以内

	融資利率
	固定金利 年1.90％

	返済方法
	元金均等月賦償還

（うち据置６カ月以内）
	元金均等月賦償還

（うち据置１年以内）

	担保及び保証人
	取扱金融機関及び兵庫県信用保証協会の定めによります。

	信用保証
	(１)原則として、兵庫県信用保証協会の保証を必要とします。

ただし、取扱金融機関が特に認めた場合は不要です。

(２)保証協会の保証を付する場合、保証料の２分の１を補助する市の制度があります。
	(１)原則として、兵庫県信用保証協会の保証を必要とします。

ただし、取扱金融機関が特に認めた場合は不要です。

(２)保証料は、融資を受ける方の負担となります。

	融資申し込み
	中小企業資金融資対象者確認申請書に丹波市税の滞納がないことを証する書類（発行日から１カ月以内のものに限る）または、丹波市税納税状況確認同意書を添えて、丹波市 商工観光課へ提出してください。
※既に本制度で融資を受けている場合は資金使途に応じた「融資残高を証明する書類」が必要です。

	取扱金融機関
	・中兵庫信用金庫　　・兵庫県信用組合　・但馬銀行　　・みなと銀行
・丹波ひかみ農業協同組合　　・京都北都信用金庫

	お問い合せ先
	・取扱金融機関・丹波市商工会 82-3476・市役所 商工観光課 74-1464


備考：本制度は市が直接融資するものではなく、融資実行の可否及び融資額については各金融機関の審査によります。
制　度　ご　利　用　の　手　順


② 融資対象確認の申請


「中小企業資金融資対象者確認申請書」、「丹波市税の滞納がないことを証する証明書または丹波市税納税状況確認同意書」既に本制度で融資を受けている場合は「融資残高を証明する書類」も必要です。





丹波市（商工観光課）





申込者（中小企業者）





市内の金融機関
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⑥ 融資実行報告


「中小企業資金貸付通知書」





⑤ 融資決定・融資実行





※原則として保証


申し込み





① 融資のご相談





兵庫県信用保証協会





⑦ 返済





③ 融資対象者の確認


「中小企業資金融資対象者確認書」の交付





④ 融資の申し込み


「中小企業資金融資申込書」








